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　3月7日（土）、メッセウイングNHWにて「2026春季生活闘争三重県総決起集会」を開催しま
した。
 2026春闘は、賃金と物価が安定的に上昇する経済を実現するための正念場です。「こだわろう！
くらしの向上 ひろげよう！仲間の輪」をスローガンに掲げ、日本の実質賃金を上昇軌道に乗せると
いう強い思いを胸に、当日会場には約1，１00人が結集しました。
　主催者を代表して、番条会長は「春闘は、単なる賃金交渉の場ではありません。働くことを軸と
する安心社会を実現するための、私たちの意思表示の場であり、行動の場であります。未来を変
える力は、決して遠くにあるわけではありません。皆さんが日々の職場
で声を上げ、仲間とつながり、行動することこそが、社会を動かす原動
力です」と挨拶しました。
　その後、中小労働委員会の坂委員長から2026春季生活闘争の取り
組みのポイントについての説明、民間労組、官公労、有期・短時間・契約
労働者のそれぞれの代表からの決意表明、集会アピール・3.8国際女
性デーアピールの採択を行い、2026春季生活闘争を闘い抜くことを
確認しました。最後は番条会長のガンバロー三唱で決起集会を締めく
くりました。
　連合三重は2026春季生活闘争において、雇用を守り、中小・地場企
業で働く労働者の「底上げ」「底支え」「格差是正」の実現に向け、地域
ミニマム運動による地域の相場形成や経営者・経済団体、行政への要
請行動、街宣活動などを通じて、労働条件の底上げと賃上げの波及力
を高めるための取り組みを進めます。

▲中小労働委員会 坂委員長

▲自動車総連 山中直樹さん

▲三教組 杉本健一さん

▲連合三重 番条会長

▲青年委員会 古畑委員長

2026春季生活闘争

主催者挨拶

２０２6春季生活闘争取り組み説明

 ▲ジェンダー平等推進委員会 
坪内委員

3.8国際女性デーアピール

集会アピール

▲JP労組 山本拓磨さん▲1,100人が結集

決意表明

こだわろう！くらしの向上  ひろげよう！仲間の輪

▲連合三重 番条会長
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　連合三重では、春季生活闘争に対する機運を醸成するため、記者会見やラジオCMの放送などメディアを通じて
の広報活動に取り組みました。また、各地域協議会と連携し、三重県下各地での街宣行動を行いました。

こだわろう！くらしの向上　ひろげよう！仲間の輪
『2026春季生活闘争』 『2026春季生活闘争』 『2026春季生活闘争』 

▲2026春闘記者会見

　1月26日、今季春季生活闘争に関
する連合三重の取り組みを説明する
ため、記者会見を開きました。

記者会見
　2月17日～18日にかけて、「全国一斉集中労働
相談ホットライン」を実施し、雇用不安や労働条件
にお悩みの方々からのご相談にお答えしました。

労働相談ホットライン

▲FM三重ラジオ生出演

　2月～3月の期間中、FM三重にて
「2026春季生活闘争」をテーマにラ
ジオCMを放送しました。
 また、2月4日には、FM三重の番組
「つながるジカンMIEリポート」に番
条会長が生出演し、物価上昇が続い
ているなかで闘う連合の2026春季
生活闘争の考え方について、リポー
ターの迫田さんと対談しました。

ラジオ出演

　連合三重は、労働
組合のない県内中小
企業にも賃上げと適
切な価格転嫁、適正
取引のすそ野を広げ
るため、行政機関、経
済団体に対して要請
行動を行い、地域の実
情についてなど意見
交換を行いました。

要請行動

▲労働相談ホットライン

　地域協議会の皆さんにもご協力いただきな
がら、各地で街宣行動を行いました。

街宣行動

▲松阪駅前で街宣行動（松阪地協）

▲三重県経営者協会（2月5日）

▲三重県中小企業団体中央会（2月19日）

▲三重県（2月5日）

▲三重県商工会連合会（2月12日）

▲三重労働局（2月4日）

▲三重県商工会議所連合会（2月6日）

全国の最新の妥結状況は
連合本部HPをチェック！

三重県内の春闘情報は
連合三重HPをチェック！

▲街宣車で地域を回る（紀北地協）

▲白子駅前で街宣行動
（鈴鹿地協）
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　3月5日～11日にかけて「3.8国際女性デー 全国統一行動」を各地域協議会の協
力のもと駅前街宣や音源流しによる周知街宣を実施し、県民の皆様へのアピール
を行いました。

▲三重県知事との意見交換

　2月5日、三重県庁において「2026春季生活闘争に関する三重県知事への
要請と政策懇談」を行いました。番条会長からは「2年連続で5％台の賃上げが
実現したが、中小企業等で働く人々に賃上げの流れが十分に波及していない。
物価高を超える実質的な賃上げをめざし、消費につなげ経済を回していかな
ければならない」と挨拶しました。政策懇談では「中小企業に対する雇用維持・
賃金改善などの支援」と「誰もが働きやすい職場の実現」を中心に三重県知事
と意見交換を行いました。
　今後も連合三重は様々な機会を通じて、誰もが安心して暮らせる三重県を
めざして取り組みを進めていきます。

▲三重県経営者協会

▲連合三重

　2月5日、プラザ洞津において第75回
三重労使会議を開催しました。
　冒頭に三重県経営者協会へ「2026春
季生活闘争に関する要請書」を手交し、続
いて、労使双方の会長挨拶のあと、2026
年春季労使交渉では、連合三重の藤田事
務局長から2026春季生活闘争方針の考
え方と中小地場に向けた取り組みなどに
ついて説明し、三重県経営者協会の田中
専務理事から経営者側の見解が述べられ
ました。
　労使セミナーでは、株式会社百五総合
研究所 代表取締役社長の海住禎人氏よ
り「2026年三重県経済の展望」の演題で
県内の経済情勢や雇用情勢などについ
ての講演を受け、閉会しました。

誰もが働きやすい職場をつくり、 
多様性を認め合う社会を実現しよう！

3.8国際女性デー 全国統一行動

三重県知事との政策懇談を開催

三重労使会議を開催第75回

三泗地協街宣

桑員地協街宣

津地協街宣

　3.8国際女性デーは、1857年にニューヨークの被服工場の火災で多くの女性が亡く
なったことを受け、3月8日に女性たちが低賃金・長時間労働に抗議を行ったことが、「3.8
国際女性デー」の起源と言われています。
　その後、1908年3月8日には、女性労働者たちが賃金改善と労働時間短縮、そして婦
人参政権を求めて「パンとバラ」を掲げ、デモを行いました。
　以来、この日は“女性の政治的自由と平等のために行動する記念日”と位置づけられ、賃
金・労働条件の向上を表す「パン」と、女性の尊厳・人権の確保を表す「バラ」をシンボルに、
世界各国で様々な行動が展開されています。
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フードドライブにご協力ください

▲昨年の様子

三重県労福協
豊かで、公正な社会づくりをめざして。

〒514－0004　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－2855
ＦＡＸ　059－229－4433
ホームページ　http://www.mie-rofkyo.jp

私たちは、日本でただひとつ。はたらく人のための生活応援バンクです。

〒514－0003　津市桜橋2丁目126番地
ＴＥＬ　059－224－0336
ＦＡＸ　059－224－4819
ホームページ　http://tokai.rokin.or.jp

共済事業をとおして「労働者福祉運動」をサポートします。

〒514－0004　津市栄町4－259－1
ＴＥＬ　059－227－6167
ＦＡＸ　059－225－5069
ホームページ　https://www.zenrosai.coop

理想の住まいづくりをカタチにする暮らしのパートナー。

〒514－8540　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－0851
ＦＡＸ　059－225－0337
ホームページ　http://www.mie-jsk.or.jp/

安心社会づくりに向けた福祉活動に、各種団体と連携して取り組みます

　ワークルール検定は、働くうえで必要な法律や会社の規則を
学べる検定です。正社員、派遣社員、パート、アルバイトの方
が、労働に関する知識を身につけ、安心して働ける職場環境づ
くりに役立ちます。

　家庭で余った食品を持ち寄って、必要とする子ども食堂などに寄り添い、
食料支援と食品ロス削減の活動を行います。昨年は三重県社会福祉協議
会を通じて11団体へ、食品・飲料などを寄贈いたしました。

▶検定期間　　　6月12日（金）・6月13日（土）
▶申込受付期間　4月1日（水）～5月29日（金）
▶検定料　【初級】4,900円（税込）  【中級】8,900円（税込）
▶検定場所　自宅でも職場でも場所を問わず受験できます。

○日時：2026年４月25日（土） 
　　　　9：00～ 開場　10：00～11：40 式典 ・ 抽選会
○場所：津市「お城西公園」

▲詳細はこちらから
　ご確認ください

～「もったいない」を「ありがとう」に～
第97回三重県中央メーデー

　雇用主がワークルールを守ることが大前提ですが、自分や仲間を守るため、労働者
側が知識を身につけておくことも大切です。
　働くうえで最低限のワークルールや社会保障制度の紹介、困った時の相談先などが
紹介されています。以下のQRコード、または「働くみんなにスターターBOOK」で検索
し、アクセスしてください。
　新入社員研修や研修の場でもぜひご活用ください。

若者へのワークルール啓発冊子が新しくなりました

詳細はこちらからご確認ください▶

「働くみんなにスターターBOOK」

職場で役立
つ

　法律知識
を

　　身につ
けよう！

ワークルール検定2026春


